
 

永平寺町松岡福祉総合センター条例施行規則の一部を改正する規則を次のように公

布する。 

 

  令和７年12月２日  

 

福井県吉田郡永平寺町長 河 合 永 充 

 

永平寺町規則第26号 
 

永平寺町松岡福祉総合センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 永平寺町松岡福祉総合センター条例施行規則（平成18年永平寺町規則第51号）の一部

を次のように改正する。 

第２条に次のただし書を加える。 

ただし、子どもの屋内遊び場を利用する者は除く。 

第３条第１項中「次のとおり」を「別表に掲げるとおり」に改め、同項各号を削り、

同条第２項第１号中「より」を「から」に改め、同項第２号中「第２条第３号」を「第

２条の表の事業の欄第３条」に、「より午後６時」を「から午後５時」に改め、同項第

３号中「より」を「から」に改め、同項に次の２号を加える。 

(４) 条例第２条の表の事業の欄中第５号に規定する子育て支援センターは、午前９

時30分から午前12時までとする。 

(５) 条例第２条の表の事業の欄中第６号及び第７号に規定する子どもの屋内遊び

場及びニュースポーツ広場は、午前９時30分から午後４時30分までとする。 

 附則の次に次の別表を加える。 

別表(第３条関係) 

区分 休館日(休日) 

老人福祉センター (１) 土曜日及び日曜日。ただし、老人福

祉センターは、毎月第２日曜日及び第４

土曜日(次号及び第３号に規定する日は

除く。)を除く。 

(２) 国民の祝日に関する法律(昭和23年

法律第178号)に規定する休日 

(３) 12月29日から翌年の１月３日まで 

保健センター 

児童館 

こども家庭センター 

子育て支援センター 

子どもの屋内遊び場 (４) 水曜日及び12月29日から翌年の１月

３日まで ニュースポーツ広場 

 

   附 則 

この規則は、令和７年12月19日から施行する。 


